
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         主 な 内 容 

  ■表紙：沙留小学校４年生消防署見学 

  ■消防演習のお知らせ 

 ■興部町内における住宅用火災警報器の設置状況 

■住宅用火災警報器を適切に設置しましょう 

■火遊びによる火災を防止しましょう 

  ■消防ほっと写真館 

 



 

 

 

  北海道消防協会網走地方支部紋別分会では、第 40回紋別分会連合消防演習を興部町において 

 開催いたします。 

記 

     1．日   時  平成 23年 7月 3日（日） 9 時 00 分～ 

     2．場   所  興部町立興部小学校グラウンド 

     3．参加消防団   紋別管内 5市町村の消防団 

     4．演 習 内 容  午前 8 時 00分 車両パレード（市街地） 

             午前 9 時 00分 集合・整列 

午前 9 時 15分 入場分列行進 

             午前 9 時 30分 開会式 

             午前 9 時 50分 小隊訓練・ポンプ車操法訓練 

             午前 11時 10分 一斉放水（総合センター駐車場） 

             午前 11時 30分 閉会式 
 

下記の時刻に消防団員招集サイレンを吹鳴いたします。 

  午前 7 時 50分（興部地区） 

   午前 7時 30分（沙留地区・宇津地区） 

 
    ※周辺の駐車場について 

     ・総合センター駐車場は前日の 7月 2日の午後から演習終了まで駐車禁止となります。 

     ・興部小学校駐車場、グリーンハウス駐車場の一部を関係車両駐車場として使用して 

     おります。 
 

周辺の皆様には、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 興部支署では、4月 27日から 6月 3日の期間中において、 

  昨年秋の調査時に住宅用火災警報器が未設置又は不明の世帯 

  を対象に設置状況調査を行いました。 

 結果は、「設置済み」が 1,206世帯、「未設置」が 328世帯、 

  「不明」が 211世帯であり、町内の設置率は 78.6％ と 

  なっております。※設置不明は無効回答として取り扱っています。 

   平成 23年 6月 1日からは、全ての住宅に設置が義務付け 

 られておりますので、未設置世帯におかれましては早めの 

 設置をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○配線工事を必要としない、電池式タイプの住宅用火災警報器は一般の方 

      でも取り付けることができます。 

   ○消防署員が訪問販売や斡旋を行ったり、特定の業者に販売委託をする 

      ことはありません。 

   ○説明が曖昧だったり、不審に思ったらきっぱりと断りましょう。 

 



 

 

 

  子供の火遊びが原因の火災が、ここ数年の間に多発しています。中でも、ライターが原因に 

 よる火災により、幼い子供が死傷するという痛ましい事故も報告されています。 

 子供の火遊びや、誤った取り扱いによるライター火災事故の発生防止のため、次のような点に 

ご注意ください。 

 

 

         (1) ライターやマッチを子供の手の届くところに置かない。  

         (2) 火遊びをしているのを見かけたら注意する。 

         (3) 子供だけでは火を取り扱わせない。 

         (4) 火災の恐ろしさや火の取り扱いについて教える。 

         (5) 不要なライターはきちんと捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※次回は“8月中間号”での配布を予定しております。お楽しみに！！ 


